
「堺市給水装置工事施行指針」R7.4 改訂 新旧対照表（変更箇所のみ抜粋） 

※ページ番号修正については省略 

 

旧 新 

（２頁） 

～前項省略～ 

２．給水装置工事の種類 

給水装置工事の種類は、工事の内容によって次のとおり分類さ

れる。 

(1) 新設工事 

新たに給水装置を設置する工事 

(2) 改造工事 

給水管の増径、管種変更、分岐位置変更など、給水装置の原形

を替える工事。なお、これらの改造工事には、水道事業者が事業

運営上必要として施行している工事で、配水管の新設及び移設

等に伴い、給水管の付替え若しくは布設替え等を行う工事のほ

か、メーター位置変更工事等がある。 

(3) 増設工事 

給水栓を増加する工事 

～次項省略～ 

 

（２頁） 

～前項省略～ 

２．給水装置工事の種類 

給水装置工事の種類は、工事の内容によって次のとおり分類され

る。 

(1) 新設工事 

新たに給水装置を設置する工事 

(2) 改造工事 

給水管の増径、管種変更、分岐位置変更など、給水装置の原形

を替える工事。なお、これらの改造工事には、水道事業者が事業

運営上必要として施行している工事で、配水管の新設及び移設等

に伴い、給水管の付替え若しくは布設替え等を行う工事のほか、

メーター位置変更工事等がある。 

(3) 増設工事 

給水栓を増加する工事  

※給水管の口径、管種など給水装置の原形を変えずに給水器具

を増やす工事  

（例）瞬間湯沸かし器取り付け 

～次項省略～ 

 

（３７頁） 

～前項省略～ 

④ 地下式消火水槽等に給水する場合は、落とし込み（バルブに

より手動で給水）とすること。ただし、吐水口空間を確保す

ることにより、ボールタップ等で給水することができる構

造であると管理者が認める場合はこの限りでない。 

～次項省略～ 

（３７頁） 

～前項省略～ 

④ 地下式消火水槽等に給水する場合は、給水方法について消防

と協議を行うこと。 

給水方法については、原則落とし込み（バルブにより手動で

給水）とすること。ただし、吐水口空間を確保することによ

り、ボールタップ等で給水することができる構造であると管

理者が認める場合はこの限りでない。図２-１６消火水槽給

水例参照 

～次項省略～ 

（頁無し） 

 

（３８頁） 

 

図２－１６ 消火水槽給水例 

～次項省略～ 



（３９頁） 

～前項省略～ 

１．表示記号 

図面を作成するときに使用する表示記号は、次の表２-１５から

表２-２０までを使用すること。 

表２-１５ 管種の表示記号 

 

（注） 給水管の場合は(  )内の表示も可。 

表２-１６口径の表示記号    表２-１７ 各給水管の表示記

号と色分け 

～次項省略～ 

（４０頁） 

～前項省略～ 

１．表示記号 

図面を作成するときに使用する表示記号は、次の表２-１５から

表２-２０までを使用すること。 

表２-１５ 管種の表示記号 

 

（注） 給水管の場合は(  )内の表示も可。 

表２-１６口径の表示記号    表２-１７ 各給水管の表示 

                     記号と色分け 

 

～次項省略～ 

（５２頁） 

～前項省略～ 

(1) 耐圧 

①ダクタイル鋳鉄管の場合 

～次項省略～ 

（５３頁） 

～前項省略～ 

(1) 耐圧 

①ダクタイル鋳鉄管の場合 

 

～次項省略～ 

管種 表示記号  鉛            管 ＬＰ   (Ｌ) 

硬質塩化ビニル管  ＶＰ       (Ｖ)  ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰ 

硬質塩化ビニル 

ラ イ ニ ン グ 管 
 SGP-VA   (ＶＬ)  

ダクタイル鋳鉄管 

(内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装) 
ＤＩＰＦ 

ポリエチレン管  ＰＰ       (Ｐ)  鋳     鉄     管 ＣＩＰ 

耐衝撃性硬質塩化 

ビ ニ ル 管 
 ＨＩＶＰ   (Ｈ)  石綿セメント管 ＡＣＰ 

ポ リ ブ デ ン 管  ＰＢＰ  ステンレス鋼管 ＳＵＳ 

配水用ポリエチレ

ン管 
ＨＰＰＥ (ＰＥ)  

ダクタイル鋳鉄管 

ＧＸ形 
 ＧＤＦ 

 

工

種 

種

別 

試験 

（測定） 

種目 

管 理 基 準 備考 

試験（測定）の

基準 
品質規格 

配
管 

耐
圧 

水圧試験 
配管施工箇所

毎 

試験水圧 ０.７ ＭＰａ～０.７５ ＭＰａ 

管内注入量         試験時間 

０㍑ ～ １０㍑未満     ３０分間 

１０㍑ ～ １８０㍑未満   ６０分間 

１８０㍑ ～ ３６０㍑未満  ９０分間 

３６０㍑ ～ ５００㍑未満 １２０分間 

５００㍑以上       １２０分間以上 

＊ 管内注入量は、０．２ ＭＰａから試験水圧

までの加圧時に管内に入った水量をいう。 

＊ 試験器具は原則として局が用意する自記録

水圧測定器を用いる 

 

 

工

種 

種

別 

試験 

（測定） 

種目 

管 理 基 準 備考 

試験（測定）の

基準 
品質規格 

配
管 

耐
圧 

水圧試験 
配管施工箇所

毎 

自記録圧力計により試験水圧が一定時間以上 

保持されていることを確認する。試験時間は 

0.2 MPa から 0.7MPa まで加圧する 

のに要した水量を基に下表より求める。 

 

試験水圧 管内注入量 

（リットル） 

試験 

時間（分） 

0.70MPa 

以上 

0.75 MPa 

以下 

10未満 30 

10～180 60 

180～360 90 

360～ 120 

 

＊ 試験器具は原則として局が用意する自記録

水圧測定器を用いる 

 

 

口径  (㎜) 表 示 記 号  給水管の種別 表 示 記 号 色 分 け 

50以下 - - - - - - -  新設給水管(直結方式)  赤 

75 ─ ─ ─ ─ ─  
 

貯水槽 

方式 

貯水槽～ポンプ 

又は高架水槽 
 緑 

100   
ポンプ又は 

高架水槽以降 
 ｵﾚﾝｼﾞ 

150 .  既設給水管  黒 

200   撤去給水管 ─ ─ ─ ─ 
撤去記号 

赤 

300   無届給水管 ─ ─ ─ ─ 赤点線 

(注) この表は既設の配水管のみ 
表示している。 

 井水・再生水  青 

 

管種 表示記号  鉛            管 ＬＰ   (Ｌ) 

硬質塩化ビニル管  ＶＰ       (Ｖ)  ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰ 

硬質塩化ビニル 

ラ イ ニ ン グ 管 
 SGP-VA   (ＶＬ)  

ダクタイル鋳鉄管 

(内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装) 
ＤＩＰＦ 

ポリエチレン管  ＰＰ       (Ｐ)  鋳     鉄     管 ＣＩＰ 

耐衝撃性硬質塩化 

ビ ニ ル 管 
 ＨＩＶＰ   (Ｈ)  石綿セメント管 ＡＣＰ 

銅            管  ＣＰ       (Ｃ)  ステンレス鋼管 ＳＵＳ 

配水用ポリエチレ

ン管 
ＨＰＰＥ (ＰＥ)  

ダクタイル鋳鉄管 

ＧＸ形 
 ＧＤＦ 

 

口径  (㎜) 表 示 記 号  給水管の種別 表 示 記 号 色 分 け 

50以下 - - - - - - -  新設給水管(直結方式)  赤 

75 ─ ─ ─ ─ ─  
 

貯水槽 

方式 

貯水槽～ポンプ 

又は高架水槽 
 緑 

100   
ポンプ又は 

高架水槽以降 
 ｵﾚﾝｼﾞ 

150 .  既設給水管  黒 

200   撤去給水管 ─ ─ ─ ─ 
撤去記号 

赤 

300   

 

 

 

無届給水管 ─ ─ ─ ─ 赤点線 

(注) この表は既設の配水管のみ 

表示している。 
 井水・再生水  青 

  接合替保留復活管  緑 

 



（５３頁） 

～前項省略～ 

②配水用ポリエチレン管の場合 

 

(2) 施工状況・出来形管理写真 

 

～次項省略～ 

（５４頁） 

～前項省略～ 

②配水用ポリエチレン管の場合 

 

(2) 施工状況・出来形管理写真 

 

～次項省略～ 

（６１頁） 

～前項省略～ 

(8) 穿孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。 

配水管等に穿孔する場合は、配水管等に施されている内面ラ

イニング材、内面塗膜等の剥離に注意するとともに、鋳鉄管から

サドル付分水栓での穿孔箇所にはその防食のためにコア（銅製）

を装着すること。 

～次項省略～ 

（６２頁） 

～前項省略～ 

(8) 穿孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。 

配水管等に穿孔する場合は、配水管等に施されている内面ライ

ニング材、内面塗膜等の剥離に注意するとともに、鋳鉄管からサ

ドル付分水栓での穿孔箇所にはその防食のためにコアを装着す

ること。 

～次項省略～ 

（６２頁） 

～前項省略～ 

④ 穿孔部の防錆をより確実なものにすることを目的として、

密着コアを使用すること。また、装着する密着型コアが、コ

ア挿入機の挿入棒に対応したものであるかを確認するこ

と。 

※ モルタルライニング管用ドリルは先端角が 118°、ねじれ角

が 0°となっており、従来のモルタル管用ドリルで粉体管を穿

孔すると、「塗膜の貫通不良」「塗膜の欠け」といった現象が

発生し易くなるため、使用しない。 

※ 磨耗したドリルの使用は認めない。 

～次項省略～ 

（６３頁） 

～前項省略～ 

④ 穿孔部の防錆をより確実なものにすることを目的として、密

着コアを使用すること。また、装着する密着型コアが、コア

挿入機の挿入棒に対応したものであるかを確認すること。 

⑤ 不断水Ｔ字管を設置するときは、粉体塗装管に対応できるイ

ンサートコアを使用すること。 

※ モルタルライニング管用ドリルは先端角が 118°、ねじれ角

が 0°となっており、従来のモルタル管用ドリルで粉体管を穿

孔すると、「塗膜の貫通不良」「塗膜の欠け」といった現象が

発生し易くなるため、使用しない。 

※ 磨耗したドリルの使用は認めない。 

～次項省略～ 

工
種 

種
別 

試験 

（測定） 

種目 

管 理 基 準 備考 

  
試験（測定） 

の基準 
品質規格  

 

配
管 

試
験 

 

水圧試験 

 

施工区間毎 

（監督員が視

認する範囲を

除く） 

 

① 最後の融着継手接合終了後、下表記載の時間

が経過するまで放置する。 

呼び径（㎜）  
放置時間

(分)  

φ50～75 20  

φ100 30  

φ150  45  

 

② ①放置後、0.75MPa まで加圧し、5 分間放

置した後に 0.75MPa まで再加圧する。 

③ ②後 0.50MPa 以下まで減圧し、1 時間放置

する。 

④ ③後 0.40MPa 以上を確認する。 

 

※水圧試験は、自記録圧力計により水圧試験

の開始から終了までを記録すること。 

 

試験結果

を報告 

 

ソフトシ

ール弁ま

たは栓・

帽で締め

切られた

場合 

 

ダクタイ

ル鋳鉄管

が混在す

る区間に

おいても

適用する 

 

工

種 

区

分 
種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 備考 

給
水
管
工
事 

出
来

形 

給水管分岐工 

穿孔切屑排出状況 施工中 

施工箇所

毎 

※お客様名及

びお客様番号

を記載する。 

 

※布設工は官

民境界部の土

被りを撮影す

る。 

 

(注 1) メータ

ー二次側の鉛

管取替の場合

は、新設の配

管状況と共に

撮影する。 

また、メータ

ー一次側の撤

去状況は、別

工種と共に撮

影してもよ

い。 

仕上り状況 

(土被り) 
施工後 

コア挿入状況 施工前 

給水管布設工 
布設状況 

（土被り） 
施工後 

止水栓（メーター） 

まわり 

配管状況 

施工後（メー

ターボックス

設置の前後） 

逆止弁付パッキン 

設置状況 
施工前 

給水管撤去 

（メーター二次側 

の鉛管取替含む） 

撤去状況(注 1) 

(管種、口径、延長) 

施工後 

メーター移設工 配管状況 

 

工
種 

種
別 

試験 

（測定） 

種目 

管 理 基 準 備考 

  
試験（測定） 

の基準 
品質規格  

 

配
管 

試
験 

 

水圧試験 

 

施工区間毎 

（検査員が視

認する範囲を

除く） 

 

① 最後の融着継手接合終了後、下表記載の時間

が経過するまで冷却する。 

呼び径（㎜）  
放置時間

(分)  

φ50～75 20  

φ100 30  

φ150  45  

 

② ①放置後、0.75MPa まで加圧し、5 分間放

置した後に 0.75MPa まで再加圧する。 

③ ②後 0.50MPa 以下まで減圧し、1 時間放置

する。 

④ ③後 0.40MPa 以上を確認する。 

 

※水圧試験は、自記録圧力計により水圧試験

の開始から終了までを記録すること。 

 

試験結果

を報告 

 

ソフトシ

ール弁ま

たは栓・

帽で締め

切られた

場合 

 

ダクタイ

ル鋳鉄管

が混在す

る区間に

おいても

適用する 

 

工

種 

区

分 
種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 備考 

給
水
管
工
事 

出
来

形 

給水管分岐工 

穿孔切屑排出状況 施工中 

施工箇所

毎 

※お客様名及

びお客様番号

を記載する。 

 

※布設工は官

民境界部の土

被りを撮影す

る。 

 

(注 1) メータ

ー二次側の鉛

管取替の場合

は、新設の配

管状況と共に

撮影する。 

また、メータ

ー一次側の撤

去状況は、別

工種と共に撮

影してもよ

い。 

仕上り状況 

(土被り,ポリエチレ

ンスリーブ復元) 

施工後 

コア挿入状況 

（ＶＰ，HPPE は

不要） 

施工前 

給水管布設工 
布設状況 

（土被り） 
施工後 

止水栓（メーター） 

まわり 

配管状況 

施工後（メー

ターボックス

設置の前後） 

逆止弁付パッキン 

設置状況 
施工前 

給水管撤去 

（メーター二次側 

の鉛管取替含む） 

撤去状況(注 1) 

(管種、口径、延長) 
施工後 

メーター移設工 配管状況 

 



（６８頁） 

～前項省略～ 

（5）配水用ポリエチレン管からの分岐 

①  φ50 ㎜      ②φ50～150㎜ 

× 分岐φ30～40㎜   × 分岐φ20～50 ㎜ 

(分岐方法 Ｆ)       (分岐方法 Ｂ) 

※EFチーズφ50mm×φ   ※鋳鉄製サドル付分水栓を使用するこ 

50mmの分岐部分に変換   と。 

ソケットφ50㎜×φ30～  ※φ50 ㎜からの分岐はφ20～25を対 

40㎜を装着すること。   象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（６９頁） 

～前項省略～ 

（5）配水用ポリエチレン管からの分岐 

①  φ50㎜      ②φ50～150㎜ 

× 分岐φ30～40㎜   × 分岐φ20～50 ㎜ 

(分岐方法 Ｆ)       (分岐方法 Ｂ) 

※EFチーズφ50mm×φ   ※鋳鉄製サドル付分水栓を使用するこ 

50mmの分岐部分に変換   と。 

ソケットφ50㎜×φ30～  ※φ50 ㎜からの分岐はφ20～25を対 

40㎜を装着すること。   象とする。 

※開発における宅地分譲の場合は、φ75 

から配水支管φ50 を分岐する場合は、 

EF チーズとする。 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（７３頁） 

～前項省略～ 

配水用ポリエチレン管の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（７４頁） 

～前項省略～ 

配水用ポリエチレン管の場合 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（７３頁） 

～前項省略～ 

①－２ 道路に設置する場合（配水用ポリエチレン管（HPPE）） 

 

～次項省略～ 

（７４頁） 

～前項省略～ 

①－２ 道路に設置する場合（配水用ポリエチレン管（HPPE）） 

 

～次項省略～ 

 

仕切弁ボックス（レジ

ンコンクリート製） 

 

 

図４-２３ 

※融着接合失敗の場合は 

必ず新材に取り替えること 

 

仕切弁ボックス（レジ

ンコンクリート製） 

 

図４-２３ 

※融着接合失敗の場合は 

必ず新材に取り替えること 

ＰＥ挿し口付ソフトシ

ール仕切弁（両挿し）

（φ50㎜） 

 

 

 

※ 埋設深度(Ｈ)は、 
 第４章 ４ 給水管の埋設深さ 
 表４-１０を参照 

 

 

 

 

変換ソケット 

φ50×φ30～40 

 

HPPE 

 

HPPE 

 

EF チーズ 

 

PP 

 

 

 

 

 

変換ソケット 

φ50×φ30～40 

 

HPPE 

 

HPPE 

 

EF チーズ 

 

PP 

 

 



（７４頁） 

～前項省略～ 

イ．配水管等の取出し管がある場合 

 

～次項省略～ 

（７５頁） 

～前項省略～ 

イ．配水管等の取出し管がある場合 

 

～次項省略～ 

（７５頁） 

～前項省略～ 

イ．ア の方法が困難な場合は、水路の高水位(H.W.L)以上の高さ

に布設する。この場合は管の保護のため、鋼管などのサヤ管の

中に入れて布設する。なお、横断部分の前後は必ずＰエルボを

使用して配管し、φ50 ㎜の配水用ポリエチレンを使用する場

合も同様にＥＦベンドを使用して配管すること。また、サヤ管

の切断で生じた「ばり」は管を損傷させる恐れがあるため除去

すること。 

～次項省略～ 

（７６頁） 

～前項省略～ 

イ．ア の方法が困難な場合は、原則として水路の管理者に確認し、

水路の高水位(H.W.L)以上の高さに布設する。この場合は管の

保護のため、鋼管などのサヤ管の中に入れて布設する。なお、

横断部分の前後は必ずＰエルボを使用して配管し、φ50 ㎜の配

水用ポリエチレンを使用する場合も同様にＥＦベンドを使用し

て配管すること。また、サヤ管の切断で生じた「ばり」は管を

損傷させる恐れがあるため除去すること。 

～次項省略～ 

（８１頁） 

表４-１０ 

～次項省略～ 

（８２頁） 

表４-１０ 

 

～次項省略～ 

 

図４-２５ 

 

図４-２５ 

種  別 
給 水 管 

の 口 径 
埋 設 深 さ 備      考 

国  道 全 口 径 
道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値（当該値が 0.6m

に満たない場合には、0.6m）を超えることとする。 

給水主管においては、サド

ル付分水栓の高さを考慮

すること。 

やむを得ず、左記の値以下

となる場合には当該管路

を設ける者に防護措置等

を講じさせること。 

 
 

府  道 全口径 
道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値（当該値が 0.8m

に満たない場合には、0.8m）を超えることとする。 

市  道 

 路盤 
アスファル

ト 1 号 

アスファル

ト２号 
アスファル

ト３号 
アスファル

ト４号 

φ50 ㎜ 

以下 

鉱さい路盤 
0.8m 以

上 

0.7m 以

上 

0.6m 以

上 

0.6m 以

上 

砕 石 路 盤 
0.9m 以

上 

0.7m 以

上 

0.7m 以

上 

0.6m 以

上 

配水用 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

φ50 ㎜ 

鉱さい路盤 
0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.7m 以

上 

0.7m 以

上 

砕 石 路 盤 
1.0m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

0.7m 以

上 

φ75 ㎜ 

以上 

鉱さい路盤 
0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

砕 石 路 盤 
1.0m 以

上 

0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

私  道 

φ50 ㎜ 

以下 

道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値（当該値が 0.6m

に満たない場合には、0.6m）を超えることとする。 

φ75 ㎜ 

以上 

給水主管にあっては 0.8m 以上、給水単管及び給水枝管

にあっては私道のφ50 ㎜以下と同様とする。 

宅  地 

φ50 ㎜ 

以下 
0.3m 以上とする。  

φ75 ㎜ 

以上 
0.6m 以上とする。  

 

種  別 
給 水 管 

の 口 径 
埋 設 深 さ 備      考 

国  道 全 口 径 
道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値（当該値が 0.6m

に満たない場合には、0.6m）を超えることとする。 

給水主管においては、サド

ル付分水栓の高さを考慮

すること。 

やむを得ず、左記の値以下

となる場合には当該管路

を設ける者に防護措置等

を講じさせること。 

 
 

φ50 ㎜以下（給水管） 

配水管と同じ土被りとす

る。ただし、単独管の場合

は、サドル付分水栓の高さ

を考慮しなくてもよい。 

府  道 全口径 
道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値（当該値が 0.8m

に満たない場合には、0.8m）を超えることとする。 

市  道 

 路盤 
アスファル

ト 1 号 

アスファル

ト２号 
アスファル

ト３号 
アスファル

ト４号 

φ50 ㎜ 

以下 

鉱さい路盤 
0.8m 以

上 

0.7m 以

上 

0.6m 以

上 

0.6m 以

上 

砕 石 路 盤 
0.9m 以

上 

0.7m 以

上 

0.7m 以

上 

0.6m 以

上 

配水用 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

φ50 ㎜ 

鉱さい路盤 
0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

砕 石 路 盤 
1.0m 以

上 

0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

φ75 ㎜ 

以上 

鉱さい路盤 
0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

砕 石 路 盤 
1.0m 以

上 

0.9m 以

上 

0.8m 以

上 

0.8m 以

上 

私  道 

φ50 ㎜ 

以下 

道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値（当該値が 0.6m

に満たない場合には、0.6m）を超えることとする。 

φ75 ㎜ 

以上 

給水主管にあっては 0.8m 以上、給水単管及び給水枝管

にあっては私道のφ50 ㎜以下と同様とする。 

宅  地 

φ50 ㎜ 

以下 
0.3m 以上とする。  

φ75 ㎜ 

以上 
0.6m 以上とする。  

 



（８３頁） 

～前項省略～ 

７ 管類の撤去 

 

給水装置を分岐部から撤去する場合は、それぞれの分岐形態に応

じ、表４-１１のとおり施工すること。また、各種ボックス類及び撤

去掘削範囲内の既設給水管の撤去も併せて行うこと。 

既設管閉塞に伴い、上流側継手部に離脱防止措置が必要となる場

合があるため、既設管の状態を確認し適切な対応を行うこと。 

表４-１１ 

 

～次項省略～ 

（８５頁） 

～前項省略～ 

７ 管類の撤去 

給水装置を分岐部から撤去する場合は、それぞれの分岐形態に応

じ、表４-１１のとおり施工すること。また、各種ボックス類及び撤

去掘削範囲内の既設給水管の撤去も併せて行うこと。 

・既設管閉塞に伴い、上流側継手部に離脱防止措置が必要となる場

合があるため、既設管 の状態を確認し適切な対応を行うこと。 

・不断水式簡易仕切弁を使用する場合、最終的に不断水式簡易仕切

弁蓋を設置すること。 

・耐震管を撤去する場合は、挿し口加工し帽を設置すること。 

表４-１１ 

 

～次項省略～ 

（８５頁） 

～前項省略～ 

１．止水栓及び仕切弁の設置 

止水栓及び仕切弁は、給水中止及び給水装置の修理を行う際に

止水するため、給水管の途中又はメーターに連結して設けるもの

で、給水装置の維持管理上重要な役割をもっている。 

(1) 宅地内に設置する場合 

配水管等から分岐して最初に設置する止水栓及び仕切弁の位

置は、原則として宅地部分の道路境界線の近くとし、かつ止水操

作が容易な場所であること。 

(2) 道路に設置する場合 

止水栓の場合は、交差点の角から 1.0ｍ外側付近への設置を標

準とする。 

仕切弁の場合は、交差点の角から 1.5ｍ外側付近への設置を標

準とする。 

～次項省略～ 

（８７頁） 

～前項省略～ 

１．止水栓及び仕切弁の設置 

止水栓及び仕切弁は、給水中止及び給水装置の修理を行う際に止

水するため、給水管の途中又はメーターに連結して設けるもので、

給水装置の維持管理上重要な役割をもっている。 

(1) 宅地内に設置する場合 

配水管等から分岐して最初に設置する止水栓及び仕切弁の位

置は、原則として宅地部分の道路境界線の近くとし、かつ止水操

作が容易な場所であること。 

(2) 道路に設置する場合 

バルブは、図４－３７に示すように、交差点の角からおよそ 1

ｍ～3ｍ外側目安として、開閉操作が行いやすい位置に設置する。 

～次項省略～ 

分  岐  形  態 撤去用使用材料 撤  去  方  法 

分水栓(分岐方法Ａ) 
分水栓本体の

止 ナ ッ ト 

① コマを下ろす。 

② 上胴を取外す。 

③ 止ナットを下胴に取付ける。 

④ コマを止ナットの天端まであげる。 

サドル付分水栓(分岐方法Ｂ) 
サドル付分水

栓 用 プ ラ グ 

① せん棒によりボールを閉止の状態にする。 

② 分水口にサドル付分水栓用プラグ（キャップ）を

取付ける。 

二受Ｔ字管(分岐方法Ｃ) 栓(補強リブ付) ① 二受Ｔ字管の分岐受口部に栓を取付ける。 

不断水Ｔ字管(分岐方法Ｃ) フ ラ ン ジ 栓 
① 簡易バルブを閉止の状態にする。 

② 短管を取外し分岐管部にフランジ栓を取付ける。 

チーズ 

(分岐方法 

Ｄ・Ｅ・Ｆ) 

硬 質 塩 化 

ビ ニ ル 管 

ビ ニ ル 管 用 

キ ャ ッ プ 

① 管を 5㎝程度切り残してビニル用キャップを取付

ける。 

ポリエチレン管 Ｐ 栓 ① 管を 5 ㎝程度切り残してＰ栓を取付ける。 

配 水 用 

ポリエチレン管 
ＥＦキャップ ① 管を 10 ㎝程度切り残してＥＦキャップを取付ける。 

石綿Ｔ字管 直 管 ① Ｔ字管を撤去する。 

 

分  岐  形  態 撤去用使用材料 撤  去  方  法 

分水栓(分岐方法Ａ) 
分水栓本体の

止 ナ ッ ト 

① コマを下ろす。 

② 上胴を取外す。 

③ 止ナットを下胴に取付ける。 

④ コマを止ナットの天端まであげる。 

サドル付分水栓(分岐方法Ｂ) 
サドル付分水

栓 用 プ ラ グ 

① せん棒によりボールを閉止の状態にする。 

② 分水口にサドル付分水栓用プラグ（キャップ）を

取付ける。 

二受Ｔ字管(分岐方法Ｃ) 栓(補強リブ付) ① 二受Ｔ字管の分岐受口部に栓を取付ける。 

耐震型不断水Ｔ字管（分岐方

法Ｃ） 
帽 

①簡易バルブを閉止の状態にする。 

②引込管を切断し、挿し口加工する。 

③帽を取り付ける。 

不断水Ｔ字管(分岐方法Ｃ) フ ラ ン ジ 栓 
① 簡易バルブを閉止の状態にする。 

② 短管を取外し分岐管部にフランジ栓を取付ける。 

チーズ 

(分岐方法 

Ｄ・Ｅ・Ｆ) 

硬 質 塩 化 

ビ ニ ル 管 

ビ ニ ル 管 用 

キ ャ ッ プ 

① 管を 5㎝程度切り残してビニル用キャップを取付

ける。 

ポリエチレン管 Ｐ 栓 ① 管を 5 ㎝程度切り残してＰ栓を取付ける。 

配 水 用 

ポリエチレン管 
ＥＦキャップ ① 管を 10 ㎝程度切り残してＥＦキャップを取付ける。 

石綿Ｔ字管 直 管 ① Ｔ字管を撤去する。 

 



（８７頁） 

～前項省略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（８９頁） 

～前項省略～ 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（頁無し） 

 

（９１・９２・９３頁） 

～前項省略～ 

１．水道直結式スプリンクラー設備の設置 

（１）水道直結式スプリンクラー設備の工事（設置に係るものに限る。）

又は整備は、消防法の規定により必要な事項については消防設備

士が責任を負うことから所管消防署等と打合せを行うこと。 

（２）水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び

火災時の水道事業者にその責を求めることのできない非作動に係

る影響に関する責任は、水道事業者は負いません。 

（３）水道直結式スプリンクラー設備の設計にあたって、他の給水用

具（水栓等）を閉栓した状態を想定した設計を行う場合は、その

旨を利用者に周知すること。 

（４）水道直結式スプリンクラー設備の水理計算にあたって、配水管

から分岐して設けられた 

給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分について検討を行う

こと。 

（５）水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用すると

ともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であるこ

と。 

（６）結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場

合は、防露措置をとること。 

（７）水の停滞防止のため、設備の流末は飲用しないトイレ等確実に

使用が見込める設備に接続とし、滞留しにくい配管ルートとする

こと。また、乾式スプリンクラー設備の場合は給 

  水本管からの分岐部直近に、電動弁を設置するか、もしくは逆流

防止装置を設置してください。湿式スプリンクラー設備の場合は

給水本管からの分岐部直近に、逆流防止装置を設 

  置してください。 

（８）停滞空気の発生防止のため、必要に応じて配管の頂上部に吸排

気弁を設置すること。 

    水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡

先を見やすいところに表示すること。 

（１０）水道直結式スプリンクラー設備の所有者又は使用者は、当該

設備を介して連結している水栓からの通水の状態に留意し、異常

があった場合には、水道事業者又は設置工事をし 

た者に連絡すること。 

図４－４１ 

管末 通常管路 

図４－４２ 

図４－４１ 

・官民境界と本設管の距離が 

１ｍ以上とれる場合 

・官民境界と本設管の距離が 

１ｍ以上とれない場合 

 図４－４２ 



（１１）水道直結式スプリンクラー設備の正常な作動に必要な水圧・

水量（当該給水装置を分 岐しようとする配水管の給水能力の範

囲内）が得られない場合、また、スプリンクラーヘッド各栓の必

要放水量が満たされない場合は、配水管から分岐する給水管口径

の増径、受水槽や増圧ポンプの設置、建築物内装の耐火性を向上

させる等の措置が必要になるので所轄消防署等に相談すること。 

 

２．施行上の留意事項 

（１）作業手順 

硬質塩化ビニル管に接着剤を用いる工法においてヘッドを取り付 

ける際は、先に配管と給水栓用ソケットを接合し、その接合部に用 

いた接着剤が十分に乾燥していることを確認した後に、給水栓用ソ 

ケットにヘッドをねじ込み接合すること。 

  （２）接合における接着剤の塗布 

   接着剤は、種類により塗布に必要な分量が異なるため、それぞれ製 

品の適量とし、均一に薄く塗布すること。 

（３）十分な乾燥 

 接着剤の種類によって固着するまでの時間が異なるため、それぞれ 

製品における養生時間を確保し、十分に乾燥させること。 

  （４）管の面取り 

   接着接合に使用する管は、所定の面取りを行うこと。なお、面取り 

をしない場合は、接着剤塗布面の接着剤が管や継手内に掻き出さ 

れ、膜張り現象による閉塞や接着不良が発生すること 

があること。 

  （５）その他 

   透明な給水栓用ソケット等を用いることで、外側から接合部の接着 

剤の状況が目視できる方法があること。（図４－４５参照） 

 

図４－４５ 

 

（６） スプリンクラー設備がある場合の計算例（福祉建物２階建） 

 

設計条件 

  Ａ点での必要水頭    3.0ｍ  イ点での必要水頭        7.0ｍ 

  配水管～Ａ点の高低差  5.0ｍ  配水管～イ点の高低差  5.5ｍ  

総単位数         20 単位  総単位数           20 単位  

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

配管延長から計算する場合 

 

給水栓の必要水頭から計算する場合 

 

※流速は 2.0ｍ/sec 以下であること。 

Ａ点からの必要水頭：ｈ=5.0ｍ＋3ｍ＋5.35m =13.35ｍ 

イ点からの必要水頭：ｈ=5.5ｍ＋7ｍ＋1.71m =14.21ｍ 

よって、0.147MPa以上の区域で給水可能 

～次項省略～ 

（９７頁） 

～前項省略～ 

③ メーター口径がφ30mmとφ40mmのときは、メーターの前に

ボール止水栓伸縮形（砲金丸ハンドル付。蝶型ハンドルは使用

不可）を設け、メーターの直後に逆止弁付パッキンを挿入する

こと。また、メーター交換時の逆流水を防ぐ目的として、メー

ター2次側に止水栓を設けること。 

※パイプシャフト内のメーター1次側は HIVP管使用可能 

～次項省略～ 

（１０１頁） 

～前項省略～ 

③ メーター口径がφ30mm とφ40mm のときは、メーターの前に

ボール止水栓伸縮形（砲金丸ハンドル付。蝶型ハンドルは使用

不可）を設け、メーターの直後に逆止弁付パッキンを挿入する

こと。また、メーター交換時の逆流水を防ぐ目的として、メー

ター2次側に止水栓を設置してください。 

※3階建て以上の直結直圧・増圧方式の共同住宅における無償 

修繕範囲外の地上設置メーター１次側、またパイプシャフト

内のメーター１次側は HIVP管使用可能 

～次項省略～ 

（９９頁） 

～前項省略～ 

３．口径φ50mm の場合 

 

(1) 設置 

①ポリエチレン 2 層管の場合（直結増圧方式、貯水槽方式の場

合） 

 

図５-１７ 例１ 

～次項省略～ 

（１０３頁） 

～前項省略～ 

３．口径φ50mm の場合 

 

(1) 設置 

①ポリエチレン 2 層管の場合（直結増圧方式、貯水槽方式の場

合） 

 

図５-１７ 例１ 

 （注意１）直結直圧方式の場合は単式逆止弁等を設置すること。 

 （注意２）ＶＬＰの端面については、防錆処理を行うこと。 

～次項省略～ 

区間 
口径 

(mm) 
器具単位 

流量 

（㍑/sec） 

動水勾配

（‰） 

直管換算長

（ｍ） 

損失水頭

（ｍ） 

流速 

（ｍ/sec） 

Ａ～Ｂ 13 3 0.25 347.30 11.90 4.13 1.91 

Ｂ～Ｃ 20 3 0.25 49.26 3.48 0.17 0.81 

Ｃ～Ｄ 25 3 0.25 18.04 9.54 0.17 0.52 

Ｄ～Ｅ 30 6 0.32 11.51 5.20 0.06 0.45 

Ｅ～Ｆ 40 20 0.88 17.76 46.10 0.82 0.70 

計      5.35  

 

イ～ロ 20 4 0.27 56.42 8.49 0.48 0.88 

ロ～ハ 20 6 0.32 71.98 2.24 0.16 1.01 

ハ～二 25 7 0.37 33.70 5.67 0.19 0.75 

二～Ｅ 30 14 0.65 39.33 2.30 0.09 0.92 

Ｅ～Ｆ 40 20 0.88 17.76 44.45 0.79 0.70 

計      1.71  

 



（１００頁） 

～前項省略～ 

②配水用ポリエチレン管の場合 

 

図５－１８ 

～次項省略～ 

（１０４頁） 

～前項省略～ 

②配水用ポリエチレン管の場合 

 

  ※メーター二次側の VLPにおいては、図５－１７ 例２同様 

HIVPでもよい。 

（注意１）ＶＬＰの端面については、防錆処理を行うこと。 

図５－１８ 

～次項省略～ 

（１０４頁） 

～前項省略～ 

（注１）メーター下部の２か所及び仕切弁下部は、ブロック等で 

支持台を設けること。 

（注２）鉄蓋枚数は、口径 50～75mmは３枚、口径 100mm以上は４ 

枚とする。 

～次項省略～ 

（１０８頁） 

～前項省略～ 

（注１）メーター下部の２か所及び仕切弁下部は、ブロック等で支 

持台を設けること。 

（注２）鉄蓋枚数は、口径 50㎜・75mmは３枚、口径 100mm以上は

４枚とする。 

（注３）メーター鉄蓋について、口径 50㎜・75㎜は同じサイズで

あるが、表５－４のメーター口径に応じた寸法でメーター

ボックスを設置すること。 

～次項省略～ 

（頁無し） 

 

（１１１・１１２頁） 

～前項省略～ 

５ ２連複式メーターユニット（２F 共同住宅用） 

２連複式メーターユニットの基本構造は、地中に埋設するメーターボッ

クス内に、止水栓、メーター接続器具、逆止弁等、メーターまわりの器具

や配管を複数並列に取り付けが可能なようにユニット化した給水用具であ

る。 

 

１．適用範囲 

この規定は、堺市の給水区域内において、メーター（口径２０㎜）を

設置する際に使用する２連複式メーターユニットについて規定する。 

 

２．２連複式メーターユニットの形状等 

２連複式メーターユニットは、上下水道局の承認品を使用すること。 

 

 

３．付帯事項 

給水装置工事申込時には、複式メーターユニットにかかる誓約書を

 図５－２３  ２連複式メーターユニットの標準図 

 ※図５－１８は直結直圧方式の標準図であり、 
直結増圧方式や貯水槽方式については 
単式逆止弁の設置は不要となる。 

 ※図５－１８は直結直圧方式の標準図であり、 
直結増圧方式や貯水槽方式については 
単式逆止弁の設置は不要となる。 



添付すること。 

 

２連複式メーターユニット配管例 

 

図５－２４ 

※２連複式メーターユニットと２連複式メーターユニット一次側の

止水栓との間に離隔直線 0.60m 以上を確保すること。ただし、集

合住宅等において、第一止水栓以降で分岐し、２連複式メーター

ユニットを設置する場合は２連複式メーターユニット一次側に設

置する止水栓を省略することができる。その際、分岐部より同様

の離隔を確保すること。 

 

２連複式メーターユニット一次側における漏水修繕のための離隔 

 

左図において局修繕範囲のヘッダー 

部（太破線）より漏水した場合 

 

 

 

 

左図メーターボックスに穴あけ加工 

を施し太線部について局指定材料を 

行うため、ユニット一次側止水栓か 

らメーターボックスまでの距離を２ 

Ｐの場合 0.6ｍ以上確保する必要が 

あります。 

図５－２５ 

～次項省略～ 

（１２７頁） 

～前項省略～ 

２．上下水道局が行う局検査 

 

上下水道局が行う局検査は、給水装置が構造および材質の基準

に適合しているかの確認を、給水拒否の判断をする権限に基づき

行うものである。また、局が将来維持管理する部分において、適正

に施工されているかを確認するものである。これらの視点から検

査員は、主任技術者から提出された書類等による書類検査と、必要

な範囲に限っての現場検査により確認を行う。 

～次項省略～ 

（１３３頁） 

～前項省略～ 

２．上下水道局が行う局検査 

 

上下水道局が行う局検査は、給水装置が構造及び材質の基準に適

合しているかの確認を、給水拒否の判断をする権限に基づき行うも

のである。また、局が将来維持管理する部分において、適正に施工

されているかを確認するものである。これらの視点から検査員は、

主任技術者から提出された書類等による書類検査と、必要な範囲に

限っての現場検査により確認を行う。 

～次項省略～ 



（１２８頁） 

～前項省略～ 

(4)口径φ75mm 以上(配水用ポリエチレン管についてはφ50 ㎜以

上)の給水管の耐圧試験 

現場検査 

主任技術者の立会いの上、第 3 章 給水装置工事の施工管理 

6給水装置工事施工管理基準 1品質管理基準表（１）耐圧に

記載のとおり、管種に応じた耐圧試験を行い、検査員が確認す

る。なお堺市では、一部非常に水圧の高い地域があり、そこで

は通常の試験水圧以上で検査を行う必要があり、主任技術者

は事前に確認しておくこと。 

＊自記録水圧測定器およびチャート紙については、上下水道

局にて貸し出しするため、事前に局の検査窓口で調整する

こと。 

～次項省略～ 

（１３４頁） 

～前項省略～ 

(4)口径φ75mm 以上(配水用ポリエチレン管についてはφ50 ㎜以

上)の給水管の耐圧試験 

現場検査 

主任技術者の立会いの上、第 3 章 給水装置工事の施工管理 

6 給水装置工事施工管理基準 1 品質管理基準表（１）耐圧に

記載のとおり、管種に応じた耐圧試験を行い、検査員が確認す

る。なお堺市では、一部非常に水圧の高い地域があり、そこで

は通常の試験水圧以上で検査を行う必要があり、主任技術者は

事前に確認しておくこと。 

＊自記録水圧測定器およびチャート紙については、原則、上下

水道局にて貸出しするため、事前に局の検査窓口で調整する

こと。 

～次項省略～ 

（１２９頁） 

表８-１ 工事検査チェックシート （オモテ面） 

 

～次項省略～ 

（１３５頁） 

表８-１ 工事検査チェックシート （オモテ面） 

 

～次項省略～ 



（１５０頁） 

～前項省略～ 

６．貯水槽方式から増圧方式への改造 

貯水槽の下流側の給水設備を流用して増圧方式に改造する場合

の条件は、次のとおりとする。 

(1) 実施条件 

① 貯水槽の下流側の給水設備が施行令第６条「給水装置の構

造及び材質の基準」に適合していること。ただし、亜鉛メッキ

鋼管及び鉛管の再使用については、認めない。 

② 貯水槽の下流側の給水設備の給水管口径が水理計算を満た

していること。また、既設管に接続する場合も同様とする。 

③ メーターを設置する装置については、３．メーター設置基準

のとおりとする。 

④ 立て管接続する場合は、立上り配管の頂上部に吸排気弁を

設置すること。 

⑤ 厚生労働省通知（平成１７年（２００５年）９月）「受水槽

式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項につい

て」に基づき、該当する事項を実施、確認を行うこと。 

⑥ 直結給水への切替え前においては、水質試験を実施するこ

と。試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、水道事業者と

の協議結果に応じて、鉄、ｐＨ等の項目とする。 

⑦ その他、新設工事に準ずること。 

～次項省略～ 

（１５６頁） 

～前項省略～ 

６．貯水槽方式から増圧方式への改造 

貯水槽の下流側の給水設備を流用して増圧方式に改造する場合

の条件は、次のとおりとする。 

(1) 実施条件 

① 貯水槽の下流側の給水設備が施行令第６条「給水装置の構造

及び材質の基準」に適合していること。ただし、亜鉛メッキ鋼

管及び鉛管の再使用については、認めない。 

② 貯水槽の下流側の給水設備の給水管口径が水理計算を満た

していること。また、既設管に接続する場合も同様とする。 

③ メーターを設置する装置については、３．メーター設置基準

のとおりとする。 

④ 立て管接続する場合は、立上り配管の頂上部に吸排気弁を設

置すること。 

⑤ 厚生労働省通知（平成１７年（２００５年）９月）「受水槽式給

水設備の給水装置への切替えに関する留意事項について」に基づ

き、該当する事項を実施、確認を行うこと。 

⑥ 直結給水への切替え前においては、水質試験を実施し試験結

果を提出すること。試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、

水道事業者との協議結果に応じて、鉄、ｐＨ等の項目とする。 

⑦ その他、新設工事に準ずること。 

～次項省略～ 

（１５３頁） 

～前項省略～ 

【分岐対象となる配水管口径がφ50㎜以下の場合】 

① 給水する建物が地上３階建の１戸又は１事業であること。 

② 戸別住宅及び店舗用住宅並びに小規模事務所等であるこ

と。  

③ ３階に給水する支栓数は１栓のみとする。（混合水栓、シャ

ワー水栓の設置はしないこと） 

④ ３階給水栓設置の誓約書（様式２３）を提出のこと。 

～次項省略～ 

（１５９頁） 

～前項省略～ 

【分岐対象となる配水管口径がφ50㎜以下の場合】 

① 給水する建物が地上３階建の１戸又は１事業であること。 

② 戸別住宅及び店舗用住宅並びに小規模事務所等であること。  

③ ３階に給水する支栓数は１栓のみとする。（混合水栓、シャ

ワー水栓の設置はしないこと） 

④ ３階給水栓設置の誓約書（書式２３）を提出のこと。 

～次項省略～ 

（１６１頁） 

～前項省略～ 

(7) スプリンクラー設備がある場合の計算例（福祉建物２階建） 

 

設計条件 

  Ａ点での必要水頭    3.0ｍ イ点での必要水頭       7.0ｍ 

  配水管～Ａ点の高低差  5.0ｍ 配水管～イ点の高低差  5.5ｍ  

  総単位数       20 単位  総単位数        20 単位   

     

（９３頁へ移行） 

 

 

  
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



配管延長から計算する場合 

 

給水栓の必要水頭から計算する場合 

 

※流速は 2.0ｍ/sec 以下であること。 

Ａ点からの必要水頭：ｈ=5.0ｍ＋3ｍ＋5.35m =13.35ｍ 

イ点からの必要水頭：ｈ=5.5ｍ＋7ｍ＋1.71m =14.21ｍ 

よって、0.147MPa以上の区域で給水可能 

～次項省略～ 

（１６５頁） 

～前項省略～ 

第２章 申込が必要な工事 

 

指定工事業者は、工事申込者から次のいずれかの工事の施工依頼

を受けた場合は、水道事業管理者に給水装置工事申込書(様式第１

号)を提出し、給水装置の構造、材質、施行方法等（以下「基準等」

という。）の適否の確認を受け、給水装置工事の施工承認を得なけれ

ばならない。また、工事しゅん工後は、主任技術者の立会いのもと、

施工した給水装置工事が基準等に適合しているかの確認を受けなけ

ればならない。 

 

１．新設工事 

水道を使用するために新しく給水装置を設置する工事 

 

２．改造工事 

給水管の管径及び分岐位置変更等の管路の一部、又は全部を変

更する工事で、新設、増設、撤去、修繕以外の工事 

 

３．増設工事 

既設の給水装置に接続して、給水栓を増加する工事 

～次項省略～ 

（１７０頁） 

～前項省略～ 

第２章 申込が必要な工事 

 

指定工事業者は、工事申込者から次のいずれかの工事の施工依頼を

受けた場合は、水道事業管理者に給水装置工事を申込し、給水装置の

構造、材質、施行方法等（以下「基準等」という。）の適否の確認を

受け、給水装置工事の施工承認を得なければならない。また、工事し

ゅん工後は、主任技術者の立会いのもと、施工した給水装置工事が基

準等に適合しているかの確認を受けなければならない。 

 

１．新設工事 

水道を使用するために新しく給水装置を設置する工事 

 

２．改造工事 

給水管の管径及び分岐位置変更等の管路の一部、又は全部を変更

する工事で、新設、増設、撤去、修繕以外の工事 

 

３．増設工事 

既設の給水装置に接続して、給水栓を増加する工事 

※給水管の口径、管種など給水装置の原形を変えずに給水器具

を増やす工事  

（例）瞬間湯沸かし器取り付け 

～次項省略～ 

（１６８頁） 

～前項省略～ 

１．装置の栓種 

(1) 専用栓 

１戸または１事業が継続的に使用する目的で給水装置を設置

する申込をいう。 

(2) 工事用付専用栓 

専用栓の設置を目的として建築工事等の間、工事用の給水装

置の設置を伴う申込をいう。 

(3) 臨時栓 

特定の場所で特定の使用目的に供するため、１年以内で使用

する給水装置の申込をいう。 

～次項省略～ 

（１７３頁） 

～前項省略～ 

１．装置の栓種 

(1) 専用栓 

１戸または１事業が継続的に使用する目的で給水装置を設置

する申込をいう。 

(2) 工事用付専用栓 

専用栓の設置を目的として建築工事等の間、工事用の給水装置

の設置を伴う申込をいう。 

(3) 臨時栓 

特定の場所で特定の使用目的に供するため、１年以内で使用す

る給水装置の申込をいう。※１年を超える場合は、当初申込を完

了させ、再度申込を行うこと。 

～次項省略～ 

区間 
口径 

(mm) 
器具単位 

流量 

（㍑/sec） 

動水勾配

（‰） 

直管換算長

（ｍ） 

損失水頭

（ｍ） 

流速 

（ｍ/sec） 

Ａ～Ｂ 13 3 0.25 347.30 11.90 4.13 1.91 

Ｂ～Ｃ 20 3 0.25 49.26 3.48 0.17 0.81 

Ｃ～Ｄ 25 3 0.25 18.04 9.54 0.17 0.52 

Ｄ～Ｅ 30 6 0.32 11.51 5.20 0.06 0.45 

Ｅ～Ｆ 40 20 0.88 17.76 46.10 0.82 0.70 

計      5.35  

 

イ～ロ 20 4 0.27 56.42 8.49 0.48 0.88 

ロ～ハ 20 6 0.32 71.98 2.24 0.16 1.01 

ハ～二 25 7 0.37 33.70 5.67 0.19 0.75 

二～Ｅ 30 14 0.65 39.33 2.30 0.09 0.92 

Ｅ～Ｆ 40 20 0.88 17.76 44.45 0.79 0.70 

計      1.71  

 



（１６８・１６９頁） 

～前項省略～ 

２．申込の必要条件 

申込において次の給水装置の設置については、次に示す事項を

満たすものであること。 

(1) 専用給水装置 

① 専用栓及び工事用付専用栓 

新設及び増築の場合は、建築確認済証（コピー可）を提示する。た 

だし、建築物がない又は建築確認済証の発行が不要な建物で給水装 

置の設置、例えば農地手洗い・駐車場等の申込については、使用水 

量のお知らせ票の投入ができるものを設置すること。 

② 臨時栓 

ア．撤去工事の給水装置工事申込書を臨時栓の申込と同時に

提出すること。 

イ．撤去工事において、当該給水装置を撤去する場合は、以下

の状態に原状復帰すること。 

～次項省略～ 

（１７３・１７４頁） 

～前項省略～ 

２．申込の必要条件 

申込において次の給水装置の設置については、次に示す事項を満

たすものであること。 

(1) 専用給水装置 

① 専用栓及び工事用付専用栓 

新設及び増築の場合は、建築確認済証の番号。ただし、建築物が

ない又は建築確認済証の発行が不要な建物で給水装置の設置、例

えば農地手洗い・駐車場等の申込については、使用水量のお知ら

せ票の投入ができるものを設置すること。 

② 臨時栓 

ア．撤去工事の給水装置工事申込を臨時栓の申込と同時に行う

こと。 

イ．撤去工事において、当該給水装置を撤去する場合は、以下

の状態に原状復帰すること。 

～次項省略～ 

（１６９頁） 

～前項省略～ 

(2) 給水管 

次に掲げる条件を満たしたものについては、止水栓までの設

置を認めることとする。この場合において、止水栓下流側に断水

器コマ等を設置すること。 

①  都市計画法、開発行為等の手続に関する条例及び区画整理

事業の対象物件 

関係機関と調整を行い、水道事業管理者と協議しているこ

と。 

② 舗装先行 

市道・府道・国道において、上下水道局・市建設局・国道事

務所等が公共事業で行う舗装をいい、開発者（施主）が行う舗

装は、舗装先行の扱いとしない。 

ア．一年以内に建築計画のあるもの 

イ．布設する給水枝管の口径は、25mm以下のもの 

ウ．道路掘削現認書等に道路舗装担当部局（担当者）の押印が

あり、道路舗装担当者に舗装予定日を確認しているもの 

③ 建築確認済証があるもの 

～次項省略～ 

（１７４頁） 

～前項省略～ 

(2) 給水管 

次に掲げる条件を満たしたものについては、止水栓までの設置

を認めることとする。この場合において、止水栓下流側に断水器

コマ等を設置すること。 

②  都市計画法、開発行為等の手続に関する条例及び区画整理

事業の対象物件 

関係機関と調整を行い、水道事業管理者と協議しているこ

と。 

② 舗装先行 

市道・府道・国道において、上下水道局・市建設局・国道事

務所等が公共事業で行う舗装をいい、開発者（施主）が行う舗

装は、舗装先行の扱いとしない。 

ア．一年以内に建築計画のあるもの 

イ．布設する給水枝管の口径は、25mm以下のもの 

ウ．道路掘削現認書等に道路舗装担当部局（担当者）の押印が

あり、道路舗装担当者に舗装予定日を確認しているもの 

③ 建築確認済証があるもの 

④ 開発行為等の手続に関する条例等の要否判定書があるもの 

～次項省略～ 

（１６９頁） 

～前項省略～ 

表④-１申込種別による各種許可の必要条件 (○は、必要条件) 

 

～次項省略～ 

（１７４頁） 

～前項省略～ 

表④-１申込種別による各種許可の必要条件 (○は、必要条件) 

 

～次項省略～ 

申込種別 

必要条件 

専用給水装置 給 水 管 

消 火 栓 

（排水

栓） 

専 用 栓 
工事用付

専 用 栓 
臨 時 栓 

建築確認済

証 

新 築 ○ ○  ○ 

 

増築 ○   

都市計画法、開発行為等の手続

に関する条例等の対象物件 
 

○ ○ 

区画整理事業・舗装先行 ○  

 

申込種別 

必要条件 

専用給水装置 給 水 管 

消 火 栓 

（排水

栓） 

専 用 栓 
工事用付

専 用 栓 
臨 時 栓 

建築確認済

証番号 

新 築 ○ ○  ○ 

 

増 築 ○   

都市計画法、開発行為等の手続

に関する条例等の対象物件 
 

○ ○ 

区画整理事業・舗装先行 ○  

 



（１７０頁） 

～前項省略～ 

(2) 工事申込者の遵守事項 

① 開発行為、建築工事に必要な許可又は建築確認等を得てい

ること。 

② 工事施行に際し、利害関係人があるときは、必ずその者の承

諾を得ていること。 

③ 給水装置工事申込書その他一切の提出書類は、必ず申込者

等が内容を十分確認したものであること。 

④ 市納付金は、水道事業管理者が発行した納入通知書により、

納付期限内に指定する収納場所に納入すること。 

～次項省略～ 

（１７５頁） 

～前項省略～ 

(2) 工事申込者の遵守事項 

① 開発行為、建築工事に必要な許可又は建築確認等を得ている

こと。 

② 工事施行に際し、利害関係人があるときは、必ずその者の承

諾を得ていること。 

③ 給水装置工事申込書その他一切の提出書類は、必ず申込者等

が内容を十分確認したものであること。 

④ 市納付金は、納付期限内に指定する収納場所で支払うこと。 

～次項省略～ 

（１７１頁） 

～前項省略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（１７６頁） 

～前項省略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次項省略～ 

（１７２頁） 

～前項省略～ 

第５章 給水装置工事申込書の作成 

 

給水装置工事申込書を作成するにあたって、指定工事業者は次の

ことに留意し、各欄への記入を行うものとする。 

・工事申込者に工事内容及び利害関係人の同意等を確認すること。 

・所定の欄に楷書で丁寧に記入すること。（フリガナを含む） 

・排水設備計画確認申請と同時の場合は、排水設備の必要事項も記

入すること。 

～次項省略～ 

（１７７頁） 

～前項省略～ 

第５章 給水装置工事申込書の作成 

 

給水装置工事申込書を作成するにあたって、指定工事業者は次のこ

とに留意し、各欄への記入を行うものとする。 

・工事申込者に工事内容及び利害関係人の同意等を確認すること。 

・所定の欄に楷書で丁寧に記入すること。（フリガナを含む） 

～次項省略～ 
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（１７２頁） 

～前項省略～ 

４．設計図欄 

(1) 設計図は、第１編 第２章 ６ 図面作成 １．表示記号及び

２．作図に基づき作成すること。 

(2) 別紙図面がある場合は、１部作成し、提出すること。 

～次項省略～ 

（１８０頁）へ移行 

 

（１７３頁） 

～前項省略～ 

５．その他項目欄 

(1) 装置栓種 

当該工事に該当する装置栓種を記入又は番号のいずれかを○

で囲むこと。 

1. 専用栓   2. 工事用付専用栓    3. 臨時栓 

4. 貯水槽の下流側の給水設備  5. 給水管 6. 消火栓 

～次項省略～ 

（１７７頁） 

～前項省略～ 

４．その他項目欄 

(1) 装置栓種 

当該工事に該当する装置栓種を記入又は番号のいずれかを○

で囲むこと。 

1. 専用栓   2. 工事用付専用栓     3. 臨時栓 

4. 貯水槽の下流側の給水設備  5. 給水管  6. 消火栓 

～次項省略～ 

（１７３頁） 

～前項省略～ 

(9) 建築確認（適合通知） 

① 建築確認済証の年月日を記入すること。 

② 建築確認済証の番号を記入すること。 

(注) 工事申込時には、該当する書類の原本又はコピーを提示す

ること。 

～次項省略～ 

（１７８頁） 

～前項省略～ 

(9) 建築確認（適合通知） 

① 建築確認済証の年月日を記入すること。 

② 建築確認済証の番号を記入すること。 

～次項省略～ 

（１７４頁） 

～前項省略～ 

(12)主要使用材料 

当該工事に使用する材料の品名・口径・数量・単位等を平面図

に記入すること。 

～次項省略～ 

削除 

 

（１７５頁） 

～前項省略～ 

２．口座振替依頼書 

口座振替依頼書は、臨時栓、設計変更又は取り下げ（還付金があ

る時）の場合に提出すること。作成時の注意事項は、次のとおりで

ある。 

～次項省略～ 

（１７９頁） 

～前項省略～ 

２．口座振替依頼書 

口座振替依頼書は、設計変更又は取り下げ（還付金がある時）の

場合に提出すること。作成時の注意事項は、次のとおりである。 

～次項省略～ 



（１７６頁） 

～前項省略～ 

３．工事用給水申込書 

建築に伴い、建築工事用として水使用が必要なときに提出する

こと。作成時の注意事項は次のとおりとする。 

(1) 工事場所の住所・工事申込者の氏名・指定工事業者名を明記

すること。 

(2) 工事用水の使用開始予定日を明記すること。 

(3) 工事用水の水道料金支払者の住所・氏名・電話番号を記入す

ること。 

～次項省略～ 

（１８０頁） 

～前項省略～ 

３．工事用給水申込書 

建築に伴い、建築工事用として水使用が必要なときに提出するこ

と。作成時の注意事項は次のとおりとする。 

(1) 工事場所の住所・工事申込者の氏名・指定工事業者名を明記す

ること。 

(2) 工事用水の使用開始予定日を明記すること。 

(3) 工事用水の水道料金支払者の住所・氏名・電話番号を記入する

こと。 

 

４．設計図欄 

(1) 設計図は、第１編 第２章 ６ 図面作成 １．表示記号及び

２．作図に基づき作成すること。 

(2) 別紙図面がある場合は、１部作成し、提出すること。 

(3)主要使用材料 

当該工事に使用する材料の品名・口径・数量・単位等を平面図

に記入すること。 

～次項省略～ 

（１７７頁） 

～前項省略～ 

４．道路掘削・占用申請 

道路掘削・占用申請図書の作成にあたっては、現場調査（所管部

局担当課との協議、埋設物調査、舗装構成の確認、道路幅員等の測

量、他工事との調整等）を十分に行い、正確に記入すること。 

各道路別申請の提出書類及び作成手順は、次のとおりとする。 

(1) 市道・府道・国道（26号以外）（布設延長 20ｍ未満） 

① 着工前の現場写真の撮影（道路横断方向及び縦断方向を各

１枚 カラー） 

ア．分岐予定箇所の道路全景を写すこと。 

イ．分岐箇所から敷地までの布設位置を確認できること。 

ウ．複数箇所を分岐する場合は、分岐箇所毎の撮影をするこ

と。 

エ．工事場所･撮影年月日･業者名等が写真上で確認できるこ

と。 

② 引き込み箇所の測量（道路幅員、本管の布設位置等） 

③ 申込図面を作成 

ア．新設部分及び撤去部分は、赤色で明示すること。 

イ．寸法線、寸法値及び名称は、平面図、断面図共に、

明示すること。 

ウ．縮尺を記入すること。 

エ. 平面図に真北を記入すること。 

オ. 官民境界、官官境界等の境界線を赤色で明示する

こと。 

カ. 申込図面をもとに、所管部局で協議し承諾を得た

もので掘削・占用申請を行うこと。 

④ 提出書類 

表⑥-３参照 

⑤ 道路仮復旧工事完了時の提出書類 

掘削前・掘削後（地下埋設物を含む）・既設舗装構成・布

設管もしくは撤去管の土被り・埋め戻し状況・道路仮復旧

状況・標示線の各工程別施工写真（カラー） 

※施工後１週間以内に提出すること 

⑥ 道路本復旧工事完了時の提出書類 

（１８１頁） 

～前項省略～ 

５．道路掘削・占用申請 

道路掘削・占用申請図書の作成にあたっては、現場調査（所管部

局担当課との協議、埋設物調査、舗装構成の確認、道路幅員等の測

量、他工事との調整等）を十分に行い、正確に記入すること。 

工事申込時に必要な申請書類を提出すること。 

各道路別申請の提出書類及び作成手順は、次のとおりとする。 

(1) 市道・府道・国道（26号以外）（掘削延長 20ｍ未満） 

① 着工前の現場写真の撮影（道路横断方向及び縦断方向を各１

枚 カラー） 

ア．分岐予定箇所の道路全景を写すこと。 

イ．分岐箇所から敷地までの布設位置を確認できること。 

ウ．複数箇所を分岐する場合は、分岐箇所毎の撮影をすること。 

エ．工事場所･撮影年月日･業者名等が写真上で確認できるこ

と。 

② 引き込み箇所の測量（道路幅員、本管の布設位置等） 

③ 申込図面を作成 

ア．新設部分及び撤去部分は、赤色で明示すること。 

イ．寸法線、寸法値及び名称は、平面図、断面図共に、

明示すること。 

ウ．縮尺を記入すること。 

エ. 平面図に真北を記入すること。 

オ. 官民境界、官官境界等の境界線を赤色で明示する

こと。 

カ. 申込図面をもとに、所管部局で協議し承諾を得た

もので掘削・占用申請を行うこと。 

④ 提出書類 

表⑥-３参照 

⑤ 道路仮復旧工事完了時の提出書類 

掘削前・掘削後（地下埋設物を含む）・既設舗装構成・布

設管もしくは撤去管の土被り・埋め戻し状況・道路仮復旧

状況・標示線の各工程別施工写真（カラー） 

※施工後１週間以内に提出すること 

⑥ 道路本復旧工事完了時の提出書類 



施工前／完了・道路本復旧状況・標示線の各工程別施工写

真 

  ※施工後１週間以内に提出すること。 

(2) 市道・府道・国道（26号以外）（布設延長 20ｍ以上） 

① 着工前の現場写真の撮影（道路横断方向及び縦断方向を各

１枚 カラー） 

～次項省略～ 

施工前／完了・道路本復旧状況・標示線の各工程別施工写

真 

  ※施工後１週間以内に提出すること。 

(2) 市道・府道・国道（26号以外）（掘削延長 20ｍ以上） 

① 着工前の現場写真の撮影（道路横断方向及び縦断方向を各１

枚 カラー） 

～次項省略～ 

（１８０頁） 

～前項省略～ 

⑪ 申込から許可までの目安とされる日数 

ア．市道・府道・国道(26号以外)・法定外公共物(布設延長が 20

メートル未満)・・・・・・・・・・・・・・30日以上 

イ．市道・府道・国道(26 号以外)(布設延長が 20 メートル以

上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40日以上 

ウ．国道 26号・・・・・・・・・・・・・・・・30日以上 

エ．その他、公共用地（市、府有地、農道）、他市町道

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30日

以上 

※許可までの目安とされる日数を勘案し、余裕をもち申請手続

きを行うこと。 

⑫ 道路掘削・占用申請の設計変更・取下げを行う場合は、速や

かに局職員に申し出を行い、指示を受けること。 

⑬ 各警察署長宛ての道路占用協議書、道路管理者宛ての道路

占用回答書は公文書となるため、紛失せず大切に保管するこ

と。 

⑭布設延長が 20メートル以上となる場合は、法定外公共物や私

道であっても、堺市占用者連絡会による調整部会への諮問依

頼が必要となるため、許可取得の目安とされる日数以上が必

要となる。また、調整部会への諮問依頼にあたり計画平面・

断面図と附近見取図が 2 部ずつ必要となるため、予め提出する

こと。 

～次項省略～ 

（１８４頁） 

～前項省略～ 

⑪ 申込から許可までの目安とされる日数 

ア．市道・府道・国道(26 号以外)・(掘削延長が 20 メートル未

満)・法定外公共物・・・・・・・・・・・・・30日以上 

イ．市道・府道・国道(26 号以外)(掘削延長が 20 メートル以

上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40日以上 

ウ．国道 26号・・・・・・・・・・・・・・・・30日以上 

エ．その他、公共用地（市、府有地、農道）、他市町道・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30日以上 

※許可までの目安とされる日数を勘案し、余裕をもち申請手続き

を行うこと。 

⑫ 道路掘削・占用申請の設計変更・取下げを行う場合は、速や

かに局職員に申し出を行い、指示を受けること。 

⑬ 各警察署長宛ての道路占用協議書、道路管理者宛ての道路

占用回答書は公文書となるため、紛失せず大切に保管するこ

と。 

⑭掘削延長が 20メートル以上となる場合は、堺市占用者連絡会

による調整部会への諮問依頼が必要となるため、許可取得の

目安とされる日数以上が必要となる。また、調整部会への諮

問依頼にあたり計画平面・断面図と附近見取図が 1 部ずつ必要

となるため、予め提出すること。 

～次項省略～ 



（１８１頁） 

～前項省略～ 

(6) 道路掘削を伴う占用申請書類一覧表 

表⑥-３ 

 

・施工時間及び道路有効幅員等一覧表は 2 路線以上になる場合は必

要となります。 

・３４条協議は府道・国道は必須です。市道等は申請者にて行い原

本を所持してください。 

・附近見取図は引込箇所及び申請地を赤色で明示して下さい。 

・着工前の写真に既設管は黒色、新設管は赤色で明示して下さい。 

・上記以外に書類が必要な場合があります、その際は局職員の指示

に従って下さい。 

・市道・府道以外であっても、掘削延長が 20ｍ以上となる場合は、

調整部会への諮問、着工承認が必要となります。調整部会用を 2

部、申請に先立ち提出してください。 

・国道 26 号の占用申請書類は、上記一覧表以外のものが必要とな

る場合があります。申請内容について、大阪国道事務所 南大阪

維持出張所にて確認されたものを提出して下さい。 

～次項省略～ 

（１８５頁） 

～前項省略～ 

(6) 道路掘削を伴う占用申請書類一覧表 

表⑥-３ 

 

・施工時間及び道路有効幅員等一覧表は 2 路線以上になる場合は必

要となります。 

・３４条協議は府道・国道は必須です。市道等は申請者にて行い原本

を所持してください。 

・附近見取図は引込箇所及び申請地を赤色で明示して下さい。 

・着工前の写真に既設管は黒色、新設管は赤色で明示して下さい。 

・上記以外に書類が必要な場合があります、その際は局職員の指示に

従って下さい。 

・市道・府道・国道（２６号以外）は、掘削延長が 20ｍ以上となる

場合、調整部会への諮問、着工承認が必要となります。調整部会用

を 1部、申請に先立ち提出してください。 

・国道 26号の占用申請書類は、上記一覧表以外のものが必要となる

場合があります。申請内容について、大阪国道事務所 南大阪維

持出張所にて確認されたものを提出して下さい。 

～次項省略～ 

 

（１８３頁） 

～前項省略～ 

５．給水装置工事 
設計変更
取下げ  申込書  (書式 3） 

～次項省略～ 

（１８７頁） 

～前項省略～ 

６．給水装置工事 
設計変更
取下げ  申込書  (書式 3） 

～次項省略～ 

 

占用種別  

 

 

 

 書類 

 

（
20

m
未
満
） 

市
道
・
府
道
・ 

国
道(

26
号
以
外) 

（
20

m
以
上
） 

市
道
・
府
道
・ 

国
道(

26
号
以
外) 

（
延 

伸 

願
） 

 
 

工
事
期

間
を
延
長
す
る
場
合 

（
本 

復 

旧 

願
） 

 
 

舗
装

本
復
旧
を
行
う 

場
合 

（
里
道
） 

法
定
外
公
共
物 

（
水
路
） 

法
定
外
公
共
物 

国
道
26
号 

着工前の現場写真 

（縦横断方向） 
2 2   4 6 1 

舗装道路本復旧工事施行届 

及び履行誓約書 
1 1   1 1 1 

道路使用許可申請書 3 3 3 3   3 

計画平面・断面図 6 
8 

調整部会用 2 部 
3 

5 

本復旧図面 

4 

20m 以上の 

場合は 6 

6 

20m 以上の 

場合は 8 

3 

保安施設設置図 

（交通対策図） 
3 3 3 

3   

本復旧図面 
  3 

施工時間及び 

道路有効幅員等一覧表 
(3) (3) (3) （3）    

道路占用者意見調書の写し 

（34条協議） 
(4) 

４ 

（必須） 
    

1 

(必須) 

工程表       3 

緊急連絡体制表       １ 

附近見取図 

（位置図） 
6 

8 

調整部会用 2 部 
5 5 

4 

20m 以上の 

場合は 6 

6 

20m 以上の 

場合は 8 

3 

里道使用同意書     

4 

内 3 部コピ

ー 

  

水路占用等同意書      
6 

内 3 部コピー 
 

公図の写し     4 6  

境界確定図     4 6  

本復旧協議印 

（他部局復旧の時） 
1 1      

迂回路地図（通行止め時） 3 3     3 

期限切れとなった 

道路使用許可申請書の写し 
  2 2    

 

 

占用種別  

 

 

 

 書類 

 

（
掘
削
延
長
20

m
未
満
） 

市
道
・
府
道
・ 

国
道(

26
号
以
外) 

（
掘
削
延
長
20

m
以
上
） 

市
道
・
府
道
・ 

国
道(

26
号
以
外) 

（
延 

伸 

願
） 

 
 

工
事
期

間
を
延
長
す
る
場
合 

（
本 

復 
旧 

願
） 

 
 

舗
装

本
復
旧
を
行
う 

場
合 

（
里
道
） 

法
定
外
公
共
物 

（
水
路
） 

法
定
外
公
共
物 

国
道
26
号 

着工前の現場写真 

（縦横断方向） 
2 2   4 6 1 

舗装道路本復旧工事施行届 

及び履行誓約書 
1 1   1 1 1 

道路使用許可申請書 3 3 3 3   3 

計画平面・断面図 6 
8 

調整部会用 2 部 
3 

5 

本復旧図面 

4 

20m 以上の 

場合は 6 

6 

20m 以上の 

場合は 8 

3 

保安施設設置図 

（交通対策図） 
3 3 3 

3   

本復旧図面 
  3 

施工時間及び 

道路有効幅員等一覧表 
(3) (3) (3) （3）    

道路占用者意見調書の写し 

（34条協議） 
(4) 

４ 

（必須） 
    

1 

(必須) 

工程表       3 

緊急連絡体制表       １ 

附近見取図 

（位置図） 
6 

8 

調整部会用 2 部 
5 5 

4 

20m 以上の 

場合は 6 

6 

20m 以上の 

場合は 8 

3 

里道使用同意書     

4 

内 3 部コピ

ー 

  

水路占用等同意書      
6 

内 5 部コピー 
 

公図の写し     4 6  

境界確定図     4 6  

本復旧協議印 

（他部局復旧の時） 
1 1      

迂回路地図（通行止め時） 3 3     3 

期限切れとなった 

道路使用許可申請書の写し 
  2 2    

 



（１８４頁） 

～前項省略～ 

５．道路申請の取直し 

(1) 給水装置工事 
設計変更
取下げ  申込書・・・・・・・・ 書式 3 

(2) 道路掘削・占用申請の書類一式 

～次項省略～ 

（１８８頁） 

～前項省略～ 

５．道路申請の取直し 

(1) 道路掘削・占用申請の書類一式 

～次項省略～ 

（１８５頁） 

～前項省略～ 

８．公道敷に布設する給水管の布設延長又は布設位置の変更 

(1) 給水装置工事 
設計変更
取下げ  申込書・・・・・・・・・ 書式 3 

(2) 給水装置工事申込書と設計図・・・・・様式第 1号・書式 4 

(3) 変更内容別の必要書類 

第６章 添付書類の作成 ４．道路掘削･占用申請（※）を参

照すること。 

① 市道・府道・国道（26 号以外）で当初より布設位置を変更

する場合は、※印の(1)を参照 

② 市道・府道・国道（26号以外）で 20ｍ未満から 20ｍ以上に

変更する場合は、※印の(2)を参照 

③ 国道 26号で布設位置を変更する場合は、※印の(3)を参照 

～次項省略～ 

（１８９頁） 

～前項省略～ 

８．公道敷に布設する給水管の布設延長又は布設位置の変更 

(1) 給水装置工事 
設計変更
取下げ  申込書・・・・・・・・・・書式 3 

(2) 給水装置工事申込書と設計図・・・・・様式第 1号・書式 4 

(3) 変更内容別の必要書類 

第６章 添付書類の作成 ４．道路掘削･占用申請（※）を参

照すること。 

① 市道・府道・国道（26 号以外）で変更後の掘削延長が 20ｍ

未満の場合は、※印の(1)を参照 

② 市道・府道・国道（26 号以外）で変更後の掘削延長が 20ｍ

以上の場合は、※印の(2)を参照 

③ 国道 26号で布設位置を変更する場合は、※印の(3)を参照 

～次項省略～ 

（１８７頁） 

～前項省略～ 

３．請求・納付・還付等の方法 

(1) 請求 

市納付金は、工事の施行承認の際に納入通知書を発行する。納

付期日及び振込先（金融機関）を指定して、施行承認書とあわせ

工事申込者宛に送付して請求する。 

(2) 納付 

納付義務者は、水道事業管理者の発行した納入通知書により、

納付期日までに金融機関へ払い込みをすること。追徴額の請求・

納付についても同様とする。 

(3) 精算 

精算後の還付額は、工事申込の際に、あらかじめ工事申込者よ

り受領した口座振替依頼書に基づき、指定された口座に水道事

業管理者が直接振り込み還付する。 

 

４．請求・納付・還付等の時期 

(1) 請求 

当該給水装置工事の施行を承認及び追徴が発生する設計変更

を承認した時点とする。 

(2) 納付 

水道事業管理者の指定する期日までとする。ただし、その納付

期日までに、工事検査の申込を行なう場合においては、当該申込

を行う日までとする。 

(3) 還付 

過誤納金が確認された時は、口座振替依頼書を受領後すみや

かに処理するものとする。また、振込み手続と同時に精算通知書

を送付する。 

～次項省略～ 

（１９１頁） 

～前項省略～ 

３．請求・納付・還付の方法 

(1) 請求 

市納付金は、工事の施行承認の際に納入通知書を発行する。納

付期日及び振込先（金融機関）を指定して、施行承認書とあわせ

工事申込者宛に送付して請求する。 

(2) 納付 

納付義務者は、納付期日までに金融機関へ払い込みをするこ

と。追徴額の請求・納付についても同様とする。 

(3) 還付 

精算後の還付額は、工事申込者より受領した口座振替依頼書に

基づき、指定された口座に水道事業管理者が直接振り込み還付す

る。 

 

４．請求・納付・還付の時期 

(1) 請求 

当該給水装置工事の施行を承認及び追徴が発生する設計変更

を承認した時点とする。 

(2) 納付 

水道事業管理者の指定する期日までとする。ただし、その納付

期日までに、工事検査の申込を行なう場合においては、当該申込

を行う日までとする。 

(3) 還付 

清算後の還付又は過誤納金が確認された時は、口座振替依頼書

を受領後すみやかに処理するものとする。また、振込み手続と同

時に精算通知書を送付する。 

～次項省略～ 



（１８８頁） 

～前項省略～ 

(4) 既納の加入金の取扱い 

臨時栓の設置工事に係る加入金は、当該給水装置の撤去工事

の結果に基づき、次に定めるところにより取扱う。 

① 当該給水装置を設置後１年以内に、配水管から分岐したも

のについては配水管の分岐点又は給水主管から分岐したもの

については給水主管の分岐点（以下「分岐点」という。）から

撤去したときは、徴収額を還付する。 

② 水道事業管理者が特に認めた長期使用（１年を超えるもの）

の工事用水の給水装置又は正当な理由により適正な手続を経

て、使用期間の延長を認められた工事用水の給水装置につい

ては、設置後１年以上を経過しても使用期間満了後又は工事

完了後に分岐点から撤去し廃止したときは、徴収額を還付す

る。 

③ 使用期間満了後又は工事完了後に当該給水装置を分岐点ま

で撤去することなく、給水枝管（取出し部分）を存置する場合

において、その理由が工事施行の中断又は停止によるものは、

事後の給水装置工事の工事検査が完了するまで預かるものと

する。ただし、その他の理由によるものは、給水装置の撤去工

事完了後に還付する。 

④ 使用期間の満了又は工事の完了にもかかわらず、何らの手

続きもせず、そのまま放置し、給水装置の使用条件に違反して

使用し、水道事業管理者の改善又は撤去命令に従わないとき

は、没収する。 

～次項省略～ 

削除 

（２１３頁） 

記入例         （書式６） 

 

～次項省略～ 

（２１６頁） 

記入例         （書式６） 

 

～次項省略～ 

記入例        （書式 6）  

 
                   承認番号     － 

  口座振替依頼書 
                                                           令和○○年 ○○月 ○○日 

 

堺市上下水道事業管理者 殿 
 

          （工事申込者）    住  所   堺市 ○○区 ○○町 ○○番 ○○号 

 

                      ﾌﾘｶﾞﾅ        ｻｶｲ     ﾀﾛｳ 

                         氏 名 

                      （社名）       堺    太 郎 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       

 

                      （代表者名）                       

 

 

         （支 払 者）    住  所   堺市 ○○区 ○○町 ○○番 ○○号 

                      ﾌﾘｶﾞﾅ        ｻｶｲ     ﾀﾛｳ 

                         氏 名 

                      （社名）       堺    太 郎 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       

 

                      （代表者名）                     

  

 

                      TEL ○○○－○○○○ 

 

上下水道局からの還付金は、下記金融機関の預金口座へ振込してください。 

 

記 
 

 銀行コード ○ ○ ○ ○ 支店コード ○ ○ ○ 

振 込 先                      ○○ 銀行               ○○ 支店 

預金種別 普通    当座    貯蓄 口座番号      ○○○○ 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ      サカイ     タロウ 

口座名義      堺  太 郎 

※口座名義は、支払者と同一名義の口座にしてください。 

※記入もれや、内容に不備のあるときは、還付できない場合がありますので、正確に記入してください。 

※還付金が発生する場合に提出すること。 

・臨時栓の加入金（必須） 

・設計変更（必要に応じて） 

・申請の取下げ（必要に応じて） 

記入例        （書式 6）  

 
                   承認番号     － 

  口座振替依頼書 
                                                           令和○○年 ○○月 ○○日 

 

堺市上下水道事業管理者 殿 
 

          （工事申込者）    住  所   堺市 ○○区 ○○町 ○○番 ○○号 

 

                      ﾌﾘｶﾞﾅ        ｻｶｲ     ﾀﾛｳ 

                         氏 名 

                      （社名）       堺    太 郎 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       

 

                      （代表者名）                       

 

 

         （支 払 者）    住  所   堺市 ○○区 ○○町 ○○番 ○○号 

                      ﾌﾘｶﾞﾅ        ｻｶｲ     ﾀﾛｳ 

                         氏 名 

                      （社名）       堺    太 郎 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       

 

                      （代表者名）                     

  

 

                      TEL ○○○－○○○○ 

 

上下水道局からの還付金は、下記金融機関の預金口座へ振込してください。 

 

記 
 

 銀行コード ○ ○ ○ ○ 支店コード ○ ○ ○ 

振 込 先                      ○○ 銀行               ○○ 支店 

預金種別 普通    当座    貯蓄 口座番号      ○○○○ 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ      サカイ     タロウ 

口座名義      堺  太 郎 

※口座名義は、支払者と同一名義の口座にしてください。 

※記入もれや、内容に不備のあるときは、還付できない場合がありますので、正確に記入してください。 

※還付金が発生する場合に提出すること。 

・設計変更（必要に応じて） 

・申請の取下げ（必要に応じて） 



（２３７頁） 

記入例         （書式１８） 

 

～次項省略～ 

（２４０頁） 

記入例         （書式１８） 

  

～次項省略～ 

（頁無し） （２４８頁） 

（書式２４） 

 

～次項省略～ 

記入例                   （書式 18） 
 

舗装道路本復旧工事施行届及び履行誓約書 

 

令和○○年○○月○○日 

堺市上下水道事業管理者 殿 

（届出者）  （指定給水装置工事事業者） 

住 所  堺市○○区○○町○○番○○号 

                   事業者    ○○設備 

 

代表者       水道 三郎       

 

主任技術者  給水 五郎 

 

                   電 話（○○○）○○○－○○○○  

 

 

 下記の給水装置工事施工に関連する舗装道路掘削後の舗装道路本復旧工事は、下記の

施工方法により行うことを届け出ます。 

なお、舗装道路本復旧工事は当方が責任をもって施工し、他業者又は他工事にて施工

する場合においても、その履行を保証します。 

 

記 

 

  工事場所   堺市 ○○区 ○○町 ○○番 ○○号            

 

  工事申込者     堺   太 郎                      

 

  本復旧工事施行方法 

１ 当社が施工〔府許可番号又は市登録番号       〕 

２ 当社契約舗装工事業者による施工 

        〔業者名 ○○舗装建設 ・府又は市登録番号 ○○○○  〕 

３ 他工事〔ガス・下水・開発・その他（     ）〕による施工 

４ その他〔             〕 

（施工完了予定日 令和     年  月  日） 

 

上記の場所において舗装道路本復旧工事を施行するにあたり、次の各事項について

誓約します。 

 

   １ 舗装道路本復旧工事しゅん工までは、当社が責任をもって道路掘削跡の管理

をします。万一事故等トラブルが発生した場合は、当事者間にて解決し上下水

道局に対して一切迷惑をおかけしません。 

 

   ２ 舗装道路本復旧工事については、道路管理者の指示、関係法規及び各許可条

件を厳守して履行します。 

 

   ３ 舗装道路本復旧工事完了後は、施工写真及び関係必要書類を速やかに上下水

道局に提出します。 

  なお、是正の指示を受けた場合は、是正完了後直ちに施工写真を提出します。 

 

※公道及び法定外公共物の掘削工事が 

ある場合に提出すること。 

 

P１８０ 表⑥－３の該当項目の 

各書類一式も併せて提出すること。 

記入例                   （書式 18） 
 

舗装道路本復旧工事施行届及び履行誓約書 

 

令和○○年○○月○○日 

堺市上下水道事業管理者 殿 

（届出者）  （指定給水装置工事事業者） 

住 所  堺市○○区○○町○○番○○号 

                   事業者    ○○設備 

 

代表者       水道 三郎       

 

主任技術者  給水 五郎 

 

                   電 話（○○○）○○○－○○○○  

 

 

 下記の給水装置工事施工に関連する舗装道路掘削後の舗装道路本復旧工事は、下記の

施工方法により行うことを届け出ます。 

なお、舗装道路本復旧工事は当方が責任をもって施工し、他業者又は他工事にて施工

する場合においても、その履行を保証します。 

 

記 

 

  工事場所   堺市 ○○区 ○○町 ○○番 ○○号            

 

  工事申込者     堺   太 郎                      

 

  本復旧工事施行方法 

１ 当社が施工〔府許可番号又は市登録番号       〕 

２ 当社契約舗装工事業者による施工 

        〔業者名 ○○舗装建設 ・府又は市登録番号 ○○○○  〕 

３ 他工事〔ガス・下水・開発・その他（     ）〕による施工 

４ その他〔             〕 

（施工完了予定日 令和     年  月  日） 

 

上記の場所において舗装道路本復旧工事を施行するにあたり、次の各事項について

誓約します。 

 

   １ 舗装道路本復旧工事しゅん工までは、当社が責任をもって道路掘削跡の管理

をします。万一事故等トラブルが発生した場合は、当事者間にて解決し上下水

道局に対して一切迷惑をおかけしません。 

 

   ２ 舗装道路本復旧工事については、道路管理者の指示、関係法規及び各許可条

件を厳守して履行します。 

 

   ３ 舗装道路本復旧工事完了後は、施工写真及び関係必要書類を速やかに上下水

道局に提出します。 

  なお、是正の指示を受けた場合は、是正完了後直ちに施工写真を提出します。 

 

※公道及び法定外公共物の掘削工事が 

ある場合に提出すること。 

 

P１８５ 表⑥－３の該当項目の 

各書類一式も併せて提出すること。 

 

 

パイプシャフト内メーター設置寸法図（メーター１つ設置用） 

 

平面図       水の流れ              側面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     立上り管 

 

正面図 

 

 

    a（mm） b（mm） c（mm） d（mm） e（mm） 

記入して下さい → 
  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

標準寸法 
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ配管 200 以上 400 以上 600 以上 300 以上 50 以上 

現 場 配 管 300 以上 570 以上 800 以上 350 以上 150 以上 



（頁無し） 

 

（２４９頁） 

記入例         （書式２４） 

 

～次項省略～ 

（頁無し） 

 

（２５０頁） 

（書式２５） 

 

～次項省略～ 

 

 

パイプシャフト内メーター設置寸法図（メーター１つ設置用） 

 

平面図       水の流れ              側面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     立上り管 

 

正面図 

 

 

   a（mm） b（mm） c（mm） d（mm） e（mm） 

記入して下さい → ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

標準寸法 
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ配管 200 以上 400 以上 600 以上 300 以上 50 以上 

現 場 配 管 300 以上 570 以上 800 以上 350 以上 150 以上 

 

パイプシャフト内メーター設置寸法図（メーター２つ設置用） 

 

平面図      水の流れ     側面図 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  

正面図 

 

      （扉を閉めた状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （扉を開けた状態） 

 

 

 

 

 

 

 a（mm） b（mm） c（mm） d（mm） e（mm） ｆ（mm） 

記入して下さい → 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準寸法 
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ配管 350 以上 400 以上 600 以上 300 以上 50 以上 150 以上 

現 場 配 管 400 以上 570 以上 800 以上 350 以上 150 以上 200 以上 



（頁無し） （２５１頁） 

記入例         （書式２５） 

 

～次項省略～ 

 

 

パイプシャフト内メーター設置寸法図（メーター２つ設置用） 

 

平面図      水の流れ     側面図 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                              

  

正面図 

 

 

 

      （扉を閉めた状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （扉を開けた状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 a（mm） b（mm） c（mm） d（mm） e（mm） ｆ（mm） 

記入して下さい → ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

標準寸法 
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ配管 350 以上 400 以上 600 以上 300 以上 50 以上 150 以上 

現 場 配 管 400 以上 570 以上 800 以上 350 以上 150 以上 200 以上 


